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「ジ一二ス大阪」居住者及び所有者のみなさま

もと 「いきいき工イジングセンター」の

「児童相談所」への転用に関して� 
g 

「ジ一二ス大阪」住民反対派有志� 
 

現在、大阪市福祉局が「ジ一二ス大阪」と建物一体の施設である、もと「いきいき

工イジングセンター」を� 24時間体制の一時保護所機能付き児童相談所(以下、「児

相J)への転用計画を一方的に進めています。平成� 30年度の運営開始にむけ、既に

市の予算を確保し、平成28年度は基本設計や実施設計に着手します。

「いきいき工イジングセンター」と「児相」では、施設の性質が全く異なり、 居住

者や所有者、地域住民のメリットとかけ離れたものであるばかりか、「児相」は、

地域にとってリスクのある迷惑施設です。虐待通報があれば真夜中に警察が出動す

る騒ぎや、来所者とのトラブルも考えられます。

「ジ一二ス大阪」は、平成15年に大阪市との共同再開発プロジ、エクトとして、建

物の一部に都市の高齢化に対応した文化的な公益施設「いきいき工イジングセン

ター」が入るユニークな分譲タワーマンションとして建設され、歴史ある天満・中

之島地域のランドマークとして親しまれてきました。将来「いきいき工イジングセ

ンター」の活用を見越して購入を決意された方もいます。分譲マンションの一部に

「児相」が入る例は、全国に一件もありません。駐車場など動線の重なる共用部分

が多くあり、� 100名体制のスタッフをかかえる「児相」が開設されると、 日常生活

レベルで接触する機会が想定され、穏やかな生活が侵害される可能性があります。

さまざまな要因で地域環境の劣化が懸念されます。「いきいきエイジングセンター」

時と比較して、マンション資産価値も低下するのは明らかです。



大阪市は「児相」への相談件数が全国一という憂慮すべき現実があり、私たちも

その必要性は充分に承知しています。しかし、 なぜ安心・安全なマイホームと同じ

場所に「児相」が設置されなければならないのでしょうか。虐待を受けた子どもた

ちには、心を癒してくれる環境が必要です。保護施設といっても、軟禁状態で監視

下におかれ、自由に外で遊べる場所もない。このような間に合わせの場所は、「児相」

を利用する子どもたちにとっても、逆にかわいそうです。

私たち住民反対派は、深刻にこの問題をとらえ、どのような対応が望ましいか市

会議員や弁護士の先生に相談したところ、居住者及び所有者の「児相」への転用計

画に反対の意思を集約し、住人メリッ卜のある施設転用の再検討を要請すべく、市

会に請願をおとなうことが、今の流れを変える唯一の方法であることがわかりまし

た。しかも、 市会ヘ請願するタイミングは、ぎりぎり最後の機会となります

「児相」への転用計画に反対のお考えをお持ちの方は、 8月31日(水)までに、

ウエス卜棟 1階のフロン卜に設置の投票箱に、行政による住民無視の勝手な決定に

対する異議申し立ての意思表示をご提出ください。市会に請願しでも事態は好転し

ないかもしれませんが、行動を起乙す乙とが私たちの未来にとって何よりも大切な

乙とと考えます。何卒、よろしくお願いいたします。

本件はマスコミにも取り上げられました。

二ユース映像が QRコード、から見れます→

詳しくは、インターネット検索ワード:児相
児相 トラブル大阪など




